
1 月1J紙 I

登録事項等についての説明（高齢者住まい法第17条関係）

年 月 日

登録事項等についての諒明

貸七（田） 住所 東京都品）II区西在反田二丁目11番8号
氏名 株式会社学餅ココファン
代表取締役森猛 印

代理人 住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-19-11
ココファン横浜鶴見

氏名 所技 松永美津子 印

サービス付き高齢者向け住宅への入屈に係る契約を締結するに当たり、高齢者の届住の安定確保に関す
る法律第17条に基づき、以卜の事項について、書面を交付して説明します。

1.サーピス付き商齢者向け住宅の名称及び所在地

（ふりがな）ここふぁんよこはまつるみ
．．．．．．．疇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

住宅の名称

ココファン横翫鶴見

所在地
（住届表示）〒230-0051神奈｝l渫横浜市鶴見区鶴見中央3-19-11

■ l．誼車（JR京浜東北線鶴見駅から徒歩7分）
利用交通手段

ロ2.その他（
） 

住宅に関する
□ 1．所有権 ■ 2．賃借権 □ 3．使用貸借による権利

権原
期間 2015年 4月 1日から 2035年 3月 31日まで

施設に関する
□ 1．所有権 ■ 2．賃借権 □ 3．使用貸借による権利

権原
期間 20l5年 4月 1日から 2035年 3月 31日まで

敷地に関する
□ 1．所有＇権 □ 2．地上権 □3.賃借権 ■ 4．使用貸借による権利

権原
期間 2015年 4月 l Hから 2035年 3月 31日まで

（注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。



2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

法人・個人の別 ■法人 口個人

（ふりがな）かぶしきがいしゃがつけんここふぁん

商号、名称
...........................................'...'...'.'.....................................'.'.............................................................. -~.............'.'' ................................'...'............ 

又は氏名
株式会社学研ココファン

（郵便番号 141-8420 ） 

住 所
（法人にあっ
ては 東京都品）l|区西五反田2-11 -8 

七たる事務所
の所在地）

電話番号 03-6131-1860

法人の役員 別添 1 のとおり

（ふりがな）
尋................................................................................................................................................................................................................................

商g・、名称、又は氏名

法定代理人
住所（法

（郵便番男 ） 
（木成年の個
人

人にあっ

である場合）
ては主た
る事務所
の所在
池） 電話番号

法人の
別添 2 のとおり

役員

3.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

（ふりがな）かぶしきがいしやがつけんここふぁん
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．専●●．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

事務所の名称

株式会社学研ココファン

（郵便番号 111-8420 ） 

事務所の所在地 東京都品川区西五反田2-11-8

誼話番号 03-6131-1860



4. サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

住宅戸数 登録申請対象戸数 70 戸

居住部分の （最小） 18. 00 m2  

規模 （最大） 52. 01 m2  詳繍については、別添 3 

共同利用設備 ■あり □なし
構造及び
設備 構造 RC 造 階数

竣工の年月 2015 年 2 月 27 日

■登録基準に適合している
加齢対応構造 ■エレベーターを備えている
等
■緊急通報装置を備えている

5. サービス付き商齢者向け住宅の入届契約、入居者資格及び入居開始時期
（居住の用に供する前である場合）

入居契約の別 ■賃貸借契約 口その他
入居契約が賃
貸借契約でな
い場合には、
その旨

終身賃貸事業
者の事業の認 ■法第52条の認可を受けている
ロj

次の①又は②に該当する者である。
①単身高齢者世帯

地i--.6 

のとおり

階建

②高齢者十同居者 （配偶者／ 60歳以卜．の親族／要介護認定又は要支援認定を受け
入居者の資格 ■ている

60栽未満の親族／特別な理由により 1百］居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、 60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60
歳未満の者をいう。）

人居契約の
別添入居契約害のとおり

内容

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入することロ

1樗開始時期| 2015 年 4 月 1 Hから



6.サービス付き高齢者向け住宅において提供される商齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

サービスの種類 提供形態 提供の対価（概算・月額）

状況把握
■自ら 口委託

生活相談
約 33,000 円

高齢者生活女
食事の捉供 口自ら ■委託 □提供しない 約 50,130 Fl 詳細について

援サービス は、別訴 4 
入浴等の介護 口自ら 口委託 ●提供しない 約

゜
円 のとおり

調理等の家事 口自ら 口委託 ●提供しない 約

゜
円

健康の維持増進 口自ら 口委託 ■提供しない 約

゜
円

その他 ■自ら 口委託 口提供しない 約 〇 円

家賃の （最低） 約 53,500 円
住戸ごとの内容は別添 のとおり

概算額
3 

（最高） 約 139,500 円

共益費の （最低） 約 6,000 円

概符額 （最商） 約 28,500 円

敷金の （最低） 約 107,000 円
家貨の 2、0月分

概算額 （最高） 約 279,000 円

前払金※の
口あり ●なし

有無

家賃等の前払
（最低） 約 円 （最高） 約 円

金の概符額

家賃

家賃等の前払
金の算定の基
磋

サービス提供
の対価

返還額の
位定方法

家賃等の前払
金の返還債務

年 月 日まで
が消滅するま
での期間

家貨等の前払
金の返還額の （※原則として入店契約に定めた契約の始期を起算日とすな）

推移

口銀行による債務の保証 口信託会社等による元本補てん又は信託

前払金の保全 口保険事業者による保証保険
措置の内容

ロその他 ） 



7
 

特定施設入居 口指定を受けている

者生活介護事
業所 ■指定を受けていない

地城密着型特 口指定を受けている
定施設人居者
生活介護事業 ■指定を受けていない所

介護予防特定 口指定を受けている

施設入居者生
活介護事業所 ■指定を受けていない

介護サービス
（特定施設入居者生活介護事業者、地域密培型特定施設入届者牛活介護事業所芥しくは
介護予防特定施設入届者生活介護事業所の指定を受けている場合には、別紙により、介艘

情報
保険法第115条の35第1項に規定する介獲サービス情報を示す。）

※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する
楊合をいう。

．サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管理の方式 ■自ら管理 口管理業務を委託

委託する業務
の内容
（契約事項）

管理業務の委託先

（ふりがな）

商号、名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................................................................................................................................................................. 

又は氏名

（郵便番号 ） 
住 所
（法人にあっ
ては

主たる事務所
の所在地）

電話番号

修繕計画

計両策定の
口あり ■なし有無

大規模修繕の
頃実施f定

実施予定

その他計画的
な修繕予定



8.サービス付き高齢者IhJit住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設（該当する場合のみ）

施設の名称
堤供されるサービス 事業所の場所
の概要 ． I司ーの建築物内

学研ココファン横浜鶴見 指定訪問介護サービス ロ 同・の敷地内
ヘルパーセンター ・予防専阿型訪問サービス

ロ 隣接する上地． 同一の建築物内
デイサービスココファン横浜鶴見

指定通所介護サービス（人浴、機能訓練、 ロ 同一の敷地内食事、健康チェック等）

ロ 隣接する土地． 同一の建築物内
交流スペースココファン横浜鶴見 交流スペース 口 同一の敷地内

ロ 隣接する土地． 同の建築物内
学研ココファン・ナーシング 訪問肴護サービス 口 同一の敷地内

口 隣接する土地

9. 布齢者届宅生活文援事業を行う者との連携及び協）J（該当する場合のみ）

連携又は協）」の相手方

（ふりがな）ゆうしょうかい ざいたくくりにつくかわさき
......,............................................................................................. _............... ....................................................................曹..................,....,..................

事業所の名称

悠翔会在宅クリニック川崎

（郵便番号210-0014 ） 

事業所の所在地神奈川県J川崎市川崎区貝塚1-15-4 ESTA BUILD1NG7F 

電話番号 044-201-9517

健康医療相談

連携又は協力
の内容



1 0.登録の申請が基本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

基本方針及び横浜市の高齢者居住安定確保計画に沿って適切に運営します

上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受けました。

年月 U
借主（乙） 住所

氏名 印





疇 l | 
役員名簿

（ふりがな）.....................................................................................................................、................................
氏名 役名等

こばやかわひとし
,.....…,...............................,…,......,……,.....................................……•.............................................. l代表取締役
小早川仁

もりたけし
"…•...... ... .......... ............. . ............ ............. . .... .......................................................…………•.............1代表取締役

森猛

たかはしやすひろ
:..................................................................................................................................................... 1取締役副社長
荏橋靖宏

きむらゆうすけ
………................................................................…•.............. •……………••........ ・ ••….......................... 1常務取締役

木村祐介

おくだるみ
，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•|取締役

奥田留美

ほんだやすたか
，．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．•…,． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．． ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．． ·l取締役

本田泰隆

やまもとのりお
..................................................................................................................................................... 1取締役

山本教雄

こんどうけんた
...................................................................................................................................................... 1取締役

近藤健太

かわなさきこ
..................................................................................................................................................... 1取締役

川名佐貴子

たかはししゅんtころう
,..................................•………...….............................................,……...........................................…• |監査役

蕎楢俊太郎

おだこうたろう
ト．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．． ． ． ．．．． ．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． •|監査役

小田耕太郎

法第6条第1項第3号に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した書
面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。





別添 3 

住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専用部分の規模並びに構造及び設備等

専用部分の 構造及び設備※
住戸数

住戸番号 片額家賃
住棟番号 床面積 』プよ→ 便 洗 浴 台 収 （戸）

（概算額）
（ポ） 備 所 面 室 所 納

（該当するものを全て記載 （円）

1 18. 00 X 

゜゚
X X 

゜
42 

202.203.206-213.216-
53,500 

221. 303-305. 308-329 

1 25.98 X 

゜゚
X 

゜゚
2 204.306 95,000 

1 27. 18 X 

゜゚
X 

゜゚
3 201. 214. 301 95,000 

1 27. 24 X 

゜゚
X 

゜゚
4 205,222.307.330 95,000 

1 28. 44 X 

゜゚
X 

゜゚
1 215 95,000 

1 35.37 X 

゜゚゜゚゜
12 

403-106.503-506. 
104,500 

602-605 

1 50.81 

゜゚゜゚゜゚
4 107.108.507. 508 139,500 

1 52.01 

゜
。
゜゚゜゚

2 606.607 139,500 

沈 1)住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載することa

注2)設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は、 0、無しの場合はXを記戟するごと完備の場合は、完備を含め全ての欄に0を記載するこ
と。

2.共同利用設備等

設備等 幣備箇所数
合計床面積

整備筒所 想定利用戸数
備考

（nf) （戸）

食俄 l 162.09 lF 70 

共用トイレ 2 12.92 lF 70 

休憩スペース 1 3.80 lF 70 

共同リピング 1 93.02 lF 70 

ラウンジ l 30. 50 2F 70 

個浴:eii・脱衣所 6 38.96 2F • 3F 52 

洗濯室 6 23.54 2F • 3F 52 

トランクルーム 18 13. 86 4F • 5F • 6F 18 

注）整備箇所は、添付屈面との対応関係を明確に記載すること。





I別添 4 | 

1.状況把握及び生活相談サービスの内容

提供形態 ■サービス付き尚齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口 委託する

委
（ふりがな）

託
商号、名 ．．．． ．．．．．心9●,.....,.,..,..... ............... . ..... _._.. . ...... . ,..... . .、... ....."'.•.•· .~.•.............. ...... ........... ,........ 凡鼻....｀... .•、.,.. .~·.. ,........................... ...... .................................．患，．．．．？ ・.~•··-............................,.............. 

称
す 又は氏名
る
場

＾ ロ 住 所 （郵便番号 ） 
の （法人に
委 あっては
託 上たる事
先 務所の所
在地） 電話番号

口医療法人 ■指定居宅介護支援事業者
サービスを提 口社会福祉法人 ■指定介護予防サービス事業者
供する法人等
の別 ■指定居宅サービス事業者 口指定介護予防支援事業者

■指定地域密清型サービス事業者 口上記以外の法人等

口医師 人員 人 □社会福祉 I: 人員 人

サービスを提 口看護師 人員 人 口介護文援専門員 人員 人
供する者の人

数 口准看護師 人員 人 ■養成研修修了者 人員 15 人

■介護福祉士 人員 11 人 口上記以外の職員 人員 人

■同の敷地内 口隣接する l：地
常駐する場所

ロ近接する土地
（所在地； ） 

常駐する1:l ● 3651:l対応 口次の期間を除く（ ） 

日中 8 時 30 分 ～ 17 時 30 分 人員 1 人

常駐する時間 上記以
外の時 17 時 30 分 ～ 8 時 30 分 人貝 l 人
問

居室への訪間や食事・外出の機会等に確認を行う。

毎日 1［口l以上 毎H l 回

の状況把握
サーピスの提

口 入屈者から居住部分への訪問を希室する旨の中山があった場合は、当該居住部分への訪問（近接す
供方法

る土地に常駐する場合のみ）

常駐する日

゜
時

゜
分 ～ 24 時

゜
分

提供時間
十．記以外のR ■24時間

緊急通報サー
各居窒内設置の緊急通報装置

ビスの内容
通報ガ法

1階事務所及び職貝携帯のPHS
通報先 通報先から住宅までの到着予定時間 l 分

サーピス提供 月額 約 33,000 円 前払金の
の対価（概算
額） 前払金 約

゜
円 算足方法

2人入居の場合、月額39,600円
状況把握サーピス（緊急時対応、安否確認、巡回サービス）、及び生活相談サーピス（フロント、生
活・健康医療相談、保守点検）は姑本サービ｀ス費に含まれます、3

備考 ※詳績は京要事項説明書を参照ください。

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載するごと，



2.食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が日ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 .........、.....・・・・・・・・・・・・.. ·•·'"' ' ......................... ......,........ . ... ........量..,... .三 ．．．．·····●● ●●土 •.̀.....................,................................................................▼,.......,...........,....................,.・・・・・・・・・・・........... ~···""'·' 
称
又は氏名

委
託
住所

す （郵便番号 ） 

る
（法人に

場
あっては

合
主たる市
務所の所

の
在地） 電話番サ

委
託 住所 （郵便番サ ） 

先
（法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番サ地）

食事提供を行 ■食堂 口各居住部分 口その他（ ） 
う場所

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法 内容 □ 3食 ●入居者が選択 口次の食市は提供しない（ ） 

調理等 ・届房で調理 口配食サービスを利用 口その他（ ） 

サービス提供
月額※ 約 50,130 円 内訳 朝食 422 門 昼食 650 円 夕食 599 円

の対価（概符
前払金 約

前払金の
額）

゜
P-J 
算定方法

キャンセルの場合、その食事の7日前までにご連絡お願いします。

備考

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30『間利用した場合の金額を記載すること。



3.入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 ..........................,...............................................................................,......,...............,...............................................,...,.........,....... ・・・・・・..................'.........................''...............'''..'.... 
称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号 ） す

る
（法人に

場
あっては

合
土たる事
務所の所

の
在地） 電話番号

委
託 住所 （郵便番サ ） 
先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号地）

提供H ● 365日対応 ロその他（ ） 

提供方法 ■入浴介護 ●排せつ介護 ■食事介護
内容

口その他 （ ） 

サービス提供 月額 約

゜
杓 前払金の

の対価（概算
前払金 算定方法

額） 約

゜
円

霜の訪問介護事業所等と別途契約により、介護保険適用、もしくは自費の料金にて利用できます。の場合、身体介護： 10分 624円～ 、生活援助： 10分 440円～

備考



4.調理、洗潅、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け仕宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 ................,............ • •·••.. .............................. .. . ... . .... .. ....... . ...................... ........................"...........、.. .............. ........響..,.............................,’●'... ,・ •’•’•• ●●'●＇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．土●9,......,.̀... 
称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号す ） 

る
（法人に

場
あっては
主たる事

合
務所の所

(}) 
在地） 屯話番号

委
託 住所 （郵便番サ ） 
ノ庄L＿、 （法人に
あっては
本菜務に
係る事業
所の所在

電話番号
地）

提供日 ■365日対応 口その他（ ） 

提供ガ法 ■調理 ■洗濯 ■掃除
内容

□その他 （ ） 

サービス提供 月額 約

゜
円 前払金の

の対価（概符
前払金 算定方法

額） 約

゜
円

併設の訪問介、護身体事業介所等と別途契約により、介護保険適用もしくは自費の料金にて利用できます。
自弁の場合 護： 10分 624円～、牛話援助； 10分 440円～

備考



5.健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サーピス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 ............................、..,,..................,...............................,.............,.....,.,.......,.,..,......疇........................................................................,....,........,.,..................,................,................
称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号す ） 

る
（法人に

場
あっては

＾ にI

tたる事
務所の所

の
在地） 電話番号

委
託 住所 （郵便番サ ） 
先 （法人に
あっては
本業務に
係る事業
所の所在

電話番号地）

提供H ● 365日対応 口その他（ ） 

提供方法 ■健康相談 口血圧等の測定 口定期検診 口通院等の付き添い

内容

口その他 （ ） 

サービス提供 月額 約

゜
円 前払金の

の対価（概算
前払金 約 算定方法

額）

゜
円

費用は基本サービス費に含みます。

備考



6.その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ● サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名 .........,......................鬱..................................................................................,.....................~ ·· ···· . .. ’• ● ●’●.. 1.,................... ・・・・・・・・・・・・・・・.......,.,,.............................................................,u .. 

称
又は氏名

委
託
住所 （郵便番号 ） す

る
（法人に

場
あっては
主たる事

合
務所の所

の
在地） 電話番号

委
住所託 （郵便番号 ） 

先 （法人に
あっては
木業務に
係る事業
所の所在

電話番号
地）

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法 介護保険適用外のサービス

内容

サーピス提供 月額 約

゜
円 前払金の

の対価（概算
~if払金 約 算定方法

額）

゜
μ」

冠婚葬祭や買い物の付き添いなど (10分 624円～）

備考



別紙

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書

（「登録事項等についての説明」の補足）

作成且 2025年 7月 30日

「1．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について

開設年月日 2015年 4月 1E

住宅の竹理者氏名※1 松永 美津子

電柄番号／ FAX番号 045-505-3031 ／ 045-501-6520 

ホームページアドレス https://www.cocofump.co. jp/ 

※l 仔理者を配脱している場合に記人

「2．サービス付き高酌者向け住宅事業を行う者」について

FAX番号 03-6431-1864 

ホームページアドレス https://www.cocofump.co. jp/ 

資本金（基本財応） 9,000万円

主な出資者（出捐者）とその
株式会社学研ココファンホールディングス (100%)

金額又は比率※2

設寸．年月日 平成20年 5月 15日

間近の事業収支決算額※3 （収益）20,055百万円 （費用）19,21'1百万円 （損益） 841百万円

会計監査人との契約 無．厨（新比木什限責任監査法人）

他の主な事業 福祉に関する運営、企画、調査、立案、及びコンサルタン ト

※2 出府（出捐）額の多い順に上位3者の氏名又は名称並びに各出資（出捐）額又は比率を記

入。

※3 原則として、収益は売卜高＋営業外収益、費用は売上JJi{価＋販売費及び一般管理貨＋営

業外費用、損益は経常利益とする。

「3．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について

FAX番号 lo3-6431-1864 

ホームページアドレス lhttps: / /~vw. cocofump. co. jp/ 

「4．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について

建築基準法上の七要用途 寄宿舎 ． 共同住宅 ． 1有料老人ホームI ． その他

建築物の耐火構造 1耐火構造I ． 準耐火構造 ． その他（ ） 

消火器 無•閲

自動火災報知設備 無・回

火災通報設備 無•同
消防用設備等

スプリンクラー 無・圃

防火管理者 無•国
防災計両 無•同

-1 -



緊急通報装置等の種類及び設置筒所

緊急呼び出しボタン 各居室・ドイレ・浴室・共m施設

緊急通報装置等
安否確認の方法・頻度等

緊急速絡•安否確認
自立：昼間は居室への訪問や食事・外出の機会等に確認を行う、

夜間は必要に応じ

要支援・要介護：昼間は屈奎への訪間や食事・外出の機会等に確

認を行う、夜間は3時間おきの巡回

「5 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す

る前である場合）」について

(1)人居契約の状況等

身元引受人等の条件及び義

務等※4

生活保護受給名の受入れ対

応

事業者又は入居者が人居契

約を解除する島合の事由及

び手続等※5

連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務を、極度額として、

賃料、共益貸及びサービス料金の8か月分相当額の範囲内で、人

居者と連帯して履行の貞に任ずるも0)とする口

身元引受人は、人居者の病気、死亡等の場合に、事業者からの連

絡、相談等に応じるものとする。また年に一度、事業者と入居者

の生活及び健康の状況や身元引受についての確認の打合せを行

なうものとする。また、本契約が終了したときは、責任をもって

乙の身柄を引き取るものとする。

固・可

（事業者からの解約）

l 事業者（以下「甲」という）は、入居者（以下「乙」という）

が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を

定めて当該毅務の履行を催佳したにもかかわらず、その期間内

に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することがで

きる。

-・第 1条第2項に定めるサービス契約に基づく対価の支払義務

二第5条第 1項に規定する賃料支払義務

＝．第6条第3項（共益費に光熱水我が含まれない場合第6条第2

項）に規定する共益費支払義務

四第 11条第 1項後段に規走する費用負担義務

五第 12条第 1項に規定する損害賠償義務

2 ~は、乙が次に掲げる義務に遜反した場合において、当該義

務違反により本契約を継続することが囚難であると認められ

るに至ったときは、通知により本契約を解除することができ

る。

ー第4条に規定する本物件の使川目的遵守義務

二第 10条各項に規定する義務（但し、第 lO条第3項に規定す

る義務のうち、別表第 1第8号に掲げる行為に係るものを除く）

＝．その他本契約甚に規定する乙の義務

3 Fflは、乙が次の各号のいずれか一つに該当した場合、何らの

催告も柴せずして、通知により本契約を解除することができ

る。

一乙または乙の同居人が、他の入居者を不安にさせ、迷惑をか

け、もしくはそのおそれのある、または甲の名誉・信用を毀損

し、出の営業を妨宵し、甲に迷惑をかけ、もしくはそのおそれ

-2 -



退前
去年

喜る胃I退去先別の人数
状お
況け

のある犯罪行為を行なったとき

こ乙または乙の同居人が暴））団、暴力的関係企業・団体、過激

な政治活動集団その他反社会的組織及びこれらに類する団体

（以下「反社会的組織等」という）の構成員であること、もし

くは反社会的組織等と関係を有することが判明したとき。

一乙または乙の同居人が、本物件に反社会的組織等の構成員や

関係名を居住させ、もしくは出入りさせ、本物件を反社会的糾

織等の拠点・事務所等として使用し、もしくは使用させ、また

は本物件、共用部分、建物もしくはその周辺に反社会的組織等

の名称、称gその他これに類するものを表示、掲示もしくは搬

入したとき。

四乙が別表第 1第8号に掲げる行為を行ったとき。

五乙が年齢を偽って入居資格を什ーすると誤認させるなどの不正

な行為によって本物件に入届したとき。

六乙が、強制執行、仮差押、仮処分、競売の申党を受け、破産

もしくは民事再生の申吃を受け、または由吃をしたとき。

七乙または乙の同居人その他乙の関係者が、甲（甲の役職員、

委託先等を含む）に対して、本契約を継続しがたいほどの背信

行為を行ったとき。

（入居省からの解約）

l 乙は、次のいずれかに該当する場合には、甲に対して少なく

とも 1か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約す

ることができる。

・療投、老人ホームヘの入所その他のやむを得ない事情により、

乙が本物件に居住することが困難となったとき。

--_親族と同居するため、乙が本物件に居住する必要がなくなっ

たとき。

三甲が法第68条の規定による命令に違反したとき。

2 乙は、前項各号に該当しない場合にあっては、甲に対して少

なくとも 6か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解

約することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、乙は、第1項の場合にあっては解

約申人れの日から1か月分の賃料及びサービス契約に基づく対価

（本契約の解約後の賃料相当額及びサービス契約に基づく対価

を含む。以下この項において同じ。）を甲に支払うことにより解

約申入れの日から起算して1か月を経過する日までの間、前項の

場合にあっては解約中入れの日から6か月分の賃料及びサービス

契約に某づく対価を中に支払うことにより解約申人れのRから

起算して6か月を経過する Hまでの間、随時に本契約を解約する

ことができる。

4 乙は、解約の申し入れ後、甲の害面による承諾がない限りは、

解約の由し入れを撤回、又は取り消すことができない。

田宅等 | 1人

社会福祉施設

医療機関

死亡者

その他

ハ
豆
一塾
以

-3 -



1 

0人

事業者側の申しW （解約事由の例）

生前解約の状況
89人

人居者側の申し出 （解約事由の例）

体験入居の期間及び費用負

担等

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記入

※5 人居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確

に記入。

(2)入居状況等 (2025年 7月 31日現在）

性別 男性 23人、女性 52人

自 立 18人

（内訳） 要介護1 15人

要介護2 17人

入居名内訳 介護の 要介殿 人 要介獲3 6人

要否別 要介護4 7人

要介護5 1人

要支援
（内訳） 要支援 1 3人

人
要支援2 8人

平均年齢 85.5栽（男性 83.7歳女性 86.3歳）

注）介護の要否別及び平均年齢については、人居者数が少ない等の状況により、個人が特定

される場合には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。

「6．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者か

ら受領する金銭」について

(1)運営に関すること｀ ：疇• -
--

私たちは、 1人でも多くの高齢者の方が、安心して暮
らし続けられるためのサービスを提供します。
私たちは、高齢者の尊厳を守り、 1人ひとりの心と身

運営に関する方針 体がより良い状態に向かう事を考え行動しますC
私たちは、そこで暮らす人とのふれあいを通し、学ぶ
心を持ち、人間的魅力を身につけて、それを発揮しま

す。

サービスの捉供内容に関する特色 個別ケア

運蛍懇談会の開俯状況 ※6 

（開催回数、設置者の役職員を除く参

加者数、＋：な議題等）

※6 運営懇談会を設置している場合は記人
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(2)苦情等の取り扱い

※事業所苦情対応担当

事業所長松永美津子

TEL 045-505-3031 (9 : 00~18 : 00) 

※株式会社学研ココファン

苦情解決の体制（相談窓目費任者述
TEL 03-6431-1860 

絡先、第三者機関の連絡先等） IEmail co-soudan@cocofump. co. jp 
施設及び本社で解決できない場合は第三者機関に相

談できる。

第三者機関

横浜市健康福祉局萬齢健康福祉部高齢施設課

TEL 045-263-8084 

苦情・事故マニュアルに基づき、協力医療機関の指嘩の

事故発生時の対応（医療機関等との連もとに対応。 119番通報による医療機関への搬人を行う

携、家族等への連絡力法・説明等） とともに、施設から家族への連絡を行う。また、事故に

ついての検証、今後の防止策を講じる。

事故発生の防止のための指針 無 ． 困

介護サービス等の提供にあたり、万が一事故が発生し

入居者の生命・身体•財産に損害が発生した場合は、

損害賠僚（対／心方針及び損害保険契約地震・津波等の天災、戦争、暴軌等及び入居者の故意

の概要等） によるもの等を除き、速やかに入居者に対して損害0)

賠償を行います。ただし、入居者側に過失がある場合

には賠償額を減ずる事があります。

サービスの提供に伴う事故等が発牛 I 無• 国 有の場合の保険名（損害保険ジャパン日本
した場合の損害賠償保険等への加入 典亜株式会社）

(3)医療

名 称 悠翔会 在宅クリーツク）II崎

診療科目 内科、老年内科
協力距療機関（又は嘱託医）

所在地 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-15-4-71'
の概要及び協力内容

距離及び所要時間 20分

協力内容 訪問診療

名 称 新川崎ファミリー歯科

所在地 神奈川県川崎市幸区小倉3-1-19
協力歯科医板機関

距陪及び所要時間 20分

協力内容 訪問診療

医師の判断を届本として協ノ）医放機関、または入届者が希望する

入居名が医療を要する場合
医療機関に置いて治療を受けることが出来る。

貨用については、医療保険制度で支給される以外の費用は入届者
の対応（入居者の意思確認、

負担とする。
匡師の判断、医療機関の選定

医師が人居者について人院が必要であると判断した場合は入居
、費用負担、長期に入院する

者及びご家族の意思を確認する。
場合の対応等）

・入院期間中についても家賃、管理費、水光熱西、 生活支援サー

ビス費は入居者の負担としてお支払いいただきます。
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・人院に係る貨用は入居者の負担となる。

・入退院の移送・同行については別添「介護サーピス等の一覧表

Iによる。

(4)職員体制

ア 職種別の職員数等 (2025年 7月 31lJ現在）

常勤換符後の
夜罰眉務胤月魯

備 考
職員数 (17叶～察9翡）

人数 うち訊対応 （最少人数）
（資格・委託等）

管理者 1 (0)  

／ 
介護職員兼務

生活相談員 （ ） 

直接処遇職員 19 (16) 1 

介護職員 19 (16) 

看護職員 （ ） 

機能訓練指導員 （ ） 

従業 理学療法士 （ ） 

者の 作業療法士 （ ） 

内訳 その他 （ ） 

計画作成担当者 （ ） 

医師 （ ） 

栄養 I: （ ） 

調理員 （ ） 

事務職員 2 (1)  

その他職員 （ ） 

合 ii・ 22 (17) 

介護に関わる職員体制 ※20 以上

- ※7 特定施設人居者牛活介股等を提供しない場合は、記入不要

注1)職員数欄の（ ）内は、非常勤職員数で内数。

2)直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立

者に対して一時的な介護その他0常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、 ま

た、常勤換算後の人数において、自立者対応の人数を内数で記入。

なお、特定施設人居者牛活介護等を提供しない場合は、記入不要

3)機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、識員数の人数

に※F|Jをつけるとともに、瓶務している職名を備考欄に記人。

4)備考欄には、直接処遇識員や調理員等の委託、石護職員等の機能訓練指導員兼務、計

画作成担当者の介護支援専門員資格等を記入n

5)状況把握等を行う職員を配脱している場合は、生活相談員として記入
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イ 職員の状況

他の職務との兼務 Imぁり 2 なし

田あり
管理者

兼務に係る
I資格等の名称 1介護職員初任者研修資格等

2 なし

看護職員 介護職員 生活相談員
機能訓練 計画作成
指導員 担当者

常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常

勤 勤 勤 勤 勤

前年度 1年間の

゜゜゜
3 

採用者数

前年度1年間の

゜゜゜
2 

退職者数

磨喜 1年未満

゜゜゜
l 

たに 1年以上
職従

゜゜
l 2 

只事 3年未満

のし 3年以卜→
人た 5年未滴 ゜゜

2 3 

数、 5年以上

゜゜
1 4 

年 10年未満
数
に 10年以上

゜゜゜゜
従業者の健康診断の実施状況 □あり 2 なし

ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制（特定施設入居者生活介護等を捉供しな

い場合は、記入不要）

前々年度の平均値 前年度の平均値※11 今年度の平均値※10

奨支援者の人数

要介護者の人数

指定某準上の直接処遇職員

の人数※8

配脱している直接処遇職員

の人数※9

要支援者・要介護者の

合計人数に対する配置

直接処遇職員の人数の割合

常勤換算方法の考え方※11 常勤職員の週勤務時間 時間で除して算出

介護職員早番 07 : 00~  16 : 00 

従業者の勤務体制の概要
日勤 08: 30~  17 : 30 

遅番 11 : 00~20 : 00 

夜勤 17 : 00~09: 00 
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※8 常勤換算後の人数。

看護職員早番

日勤

遅番

夜勤

※9 常勤換算後の人数。自吃者対応の人数を除く。

～ 

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。

※11 r前年度の平均値」及び「常勤換算方法」等については指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月 31日厚生省令第37号）等

の規定によること

工 状況把握（安否確認）および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況

社会福祉士 0人 (0人） 医 師 0人 (0人）

介護福祉 I: 9人 (0人） 看護師 0人 (0人）

介護文援専門員 0人 (0人） 准看護師 0人 (0人）

介護職員火務者研修修了者 6人 (0人） 資格なし 0人 (0人）

介護職員初任者研修修：了者 4人 (0人）

注 1)資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して

記入する。他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。

注2)介護職員某礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介言如職員初任者研修に含め

て記人する。

(5)登録事項の情報開示

重要事項説明讃の公開 田公開（閲覧． I写し交付I)

入居希望者等
入届契約書の公開 田公開 (00覧． I写し交付I)

への 管理規程の公開 □公開（閲覧． I写し交付I)
情報開示

財務諸表の公開 1公開（閲覧・'けし交付）

事業収文計画の公開 1公 00 (閲覧． 写し交付）

(6)その他

横浜Iliサービス付
き高齢者向け住宅

＜適合していない事項がある場合の内容＞

整備運営指導指針

に適合していない

事項 ※12 

2 非公開

2非公開

2 非公開

回非公開

回非公閣

※12 市の指針に適合していない事項について、指針の 10~1 4に該当する運営面に関する
ことを記述すること。なお、代替措置及び改善計両等は、別紙で明記することでも可
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●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ）

(1)介護を行う場所等

要介護時（認知症を含む）

に介護を行う場所

(2)住み替える場合の条件等

入
居室から一時介護室へ移

を居
る場合（判断基準・手続、追

住後
加賛用の要否、居室利用権

みに
の取扱い等）

替居

え室 従前の居室から別の居室

る又 ヘ住み替える場合 ([nlり
場は

合施 提携ホームヘ住み替える

舌n又几 場合（同上）
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(3)介護保険に係る利用料

0特定施設入居者生活介護 (1か月 30日の例）

区分 片 額
利用者負担額

(l割の場合／2割の場合）

要介護1 円 円／ 円

斐介護2 円 円／ F] 

要介艘3 円 円／ 円

要介護4 円 円／ 円

要介護5 円 P-:1 / 円

0各種加算の状況
個別機能訓練加算 紐~.有）
夜間看護体制加算 紐J•有）
医療機関連携加符 ほ3 •有）
看取り介護加算 （無 • 有）

認知症専明ケア加算
電）・有） (I) 

(TI) 

(I)イ

サービス提供体制強化加算 ®•有）
（I) ロ

介護保険に係る利用料 (II) 

（適mを受ける場合は、 (m) 

市区町村から交付され
T 

る「介護保険負担割合証 介護職員処遇改蕃加算 （無•④)
II 

III 
」に記載された利用者負 w 
担の割合に応じた額）

※13 0介護予防特定施設入居者生活介護 (1か月 30¥Jの例）

区分 月 額 利用者負担額 (1割の場合／2割の場合）

要支援1 円 円／ 円

要支援2 円 円／ 円

0各種加算の状況
個別機能訓練加岱 ｛無）・有）

医療機関速携）Ju算 蝕¢)・有）

認知征専門ケア加算 ⑯•有）
(I) 

(II) 

(I)イ

サービス提供体制強化加符―▲ （嬢）•有）
(I)ロ
(II) 

(III) 

I 

介護職員処遇改締加算 ⑲・有） ＂ III 
w 

短期利用の設定（短期利

川特定施設入届者生活 R・有

介護の届いがある）※14

※13 月額は、個別機能訓練加算、夜間看護体制加符、医療機関連携加算、認知症専門ケア加

算、サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加符を含めて記入するn

※14 短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合には添付書類の別添2を添付する。
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0添付書類：別添l 「サービス付き高齢者向け｛l-．宅が提供するサービス等の贋覧表」

別添2 「短期利用のサービス等の概要」 （設定がある場合のみ）
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